
移動図書館運行基準

矢田団地

G 関前

資料１３

１．　ステーション一覧

C5 鳥生公民館

A5

計 5ステーション

計 3ステーション

G1 関前中学校（岡村小学校）

G2 関前開発総合センター

G3 関前支所

F 島嶼部

F1 養護老人ホーム　楠風園

F2  上浦支所

E 陸地部

E1  菊間支所

E2 玉川支所

E3 朝倉支所

E4 養護老人ホーム　清流園

F3 伯方支所

F4 宮窪支所

F5 吉海支所（吉海学習交流館）

桜井Ⅰ

C 桜井Ⅱ

D
清　水
富　田

B

7地区　　合計 31ステーション

計 5ステーション

D3 平山公民館

D4 富田公民館

D5 立花カルチャーセンター

計 5ステーション

D1 養護老人ホーム泉荘

D2 清水公民館

C3 国分公民館

C4 拝志

計 4ステーション

C1 郷桜井集会所

C2 孫兵衛作

B3 宮ヶ崎公民館

B4 養護老人ホーム桜井荘

B2 国分集会所

波止浜公民館

A2 近見公民館

A3 日高公民館

A4 乃万公民館A
波止浜
乃　 万

番号

A1

名　　　　　称

ス  テ  ー  シ  ョ  ン 地　　区 ス  テ  ー  シ  ョ  ン

ｺｰﾄﾞ 地区名 番号 名　　　　　称ｺｰﾄﾞ 地区名

地　　区

計 5ステーション 計 4ステーション

B1 桜井公民館



水 D
清　水
富　田

D2 清水公民館

１０：３０ C5 鳥生公民館

拝志

 関前中学校（岡村小学校）

養護老人ホーム泉荘

 関前開発総合センター

１１：１０

G3  関前支所

１４：００

１５：１０

日

桜井Ⅱ

水 A
波止浜
乃　 万

A5

３．　年度当初に年間運行計画を策定し、利用者に配布するとともに、ホームページ等での広報、図書館内に掲示及び配置する。

１．　１か月（４週）毎に、各ステーションを2回巡回する。

９：３０

番号

乃万公民館

A1

A4

宮窪支所

２．　運行基準

２．　毎週水・木・金曜日および第2・4火曜日を運行予定日に充て、図書館休館日等を勘案し運行日を割り振る。（週3日又は4日）

４．　各ステーションの停車時間は、概ね３０分以上確保する。

金 F F2 １１：２０ F4

C4

金 C C2 孫兵衛作

地区名
午　　　　　前 午　　　　　後

番号

B3 宮ヶ崎公民館 １４：００

ステーション名 時　刻

矢田団地 １５：００

島嶼部

F1

１４：１０

B2 国分集会所 １０：２０ B4

吉海支所（吉海学習交流館） １５：３０

A2  近見公民館 １０：３０

養護老人ホーム桜井荘 １５：００

土

１４：３０

F5

 養護老人ホーム　楠風園 １０：３０ F3

木

１３：２０

E3 朝倉支所 １４：３０

E4 養護老人ホーム　清流園 １５：１０

G2

１０：３０ E2 玉川支所 １３：３０

１３：３０

１０：２０ D4 富田公民館 １４：２０

D5 立花カルチャーセンター １５：１０

１４：２０

１５：１０

１３：１０

第
2
週
・
第
4
週 E

 上浦支所

伯方支所

木

火

月

G1

G 関前

E1  菊間支所

９：３０ D3  平山公民館D1

B1 桜井公民館

波止浜公民館

陸地部

桜井Ⅰ

C3 国分公民館

A3 日高公民館 １３：３０第
1
週
・
第
3
週

土

B
９：３０

C1 郷桜井集会所 ９：３０

３．　運行計画例（1か月）

火

月

日

ｺｰﾄﾞ
ステーション名

週 曜
時　刻




